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下級裁判所裁判官指名諮問委員会福岡地域委員会（第３８回）議事要旨 

（福岡地域委員会庶務） 

１ 日時 

  平成２６年１１月６日（木） １０：２０～１０：５０ 

２ 場所 

  福岡高等裁判所公用室 

３ 出席者 

 （委 員）飯倉立也，川口宰護（委員長），新関輝夫，永尾廣久，野口郁

子（敬称略。五十音順） 

 （庶 務）中島総務課長，早尻総務課課長補佐 

 （説明者）永渕事務局長 

４ 議題 

(１)  司法修習生（第６７期）の判事補任命候補者の情報収集について 

(２) 平成２７年上半期の再任（判事任命）候補者に関する情報の取りま

とめについて  

５ 審議資料（添付省略） 

１２４ １０月２７日付け裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について

（通知） 

１２５ 判事再任（上半期）候補者に関する情報目録 

６ 協議等  

(１) 第６７期司法修習生判事補任官希望者について 

庶務から，次のとおり説明を行い，各委員の了承を得た。 

本年１２月に司法修習を終えて判事補任命を希望する者（第６７期）

について，１０月２７日付けで下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以

下「指名諮問委員会」という。）から地域委員会地域委員長あての通

知文書により，福岡高裁管内の候補者名簿及びその履歴書，参考とし
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て全国の候補者名簿が送付されている。通知文書によると，これらの

候補者に関しては，１２月１９日に予定されている指名諮問委員会で

審議・答申される予定となっており，福岡高裁管内の指名候補者につ

いては，当地域委員会で特に情報収集を行う必要はないが，指名の適

否に関する特段の情報が寄せられた場合には，庶務から各委員に連絡

の上，指名諮問委員会に報告することとしたい。 

 (３) 判事再任（上半期）候補者に関する情報のとりまとめについて 

庶務から，審議資料１２５の情報２５件（情報番号１から情報番号

２５）について，情報番号９に，２人に関する同様の情報が１通の文

書記載されているものの，いずれも情報提供の在り方については問題

がない旨の説明があった。 

審議の結果，審議資料１２５の情報２５件（情報番号１から情報番

号２５）を，指名諮問委員会に送付することについて全委員が了承し

た。 

また，委員から次のとおり意見が述べられた。 

・ 具体的なポジティブ情報が多く集まっている方がいると，裁判官

として安心であると感じるし，反省をしていただきたいというよう

な内容の情報が数件提出されていることとの対比でも，ポジティブ

情報を集めることに意義があると感じる。 

   ・ 情報収集の依頼文書（弁護士会あて）中の「特に段階評価式アン

ケートによる情報収集は相当ではない。」という記載部分について，

従前から，当委員会管内の各弁護士会は，裁判官に関する同アンケ

ートによる情報収集結果を，当委員会に情報提供するようなことは

全くしておらず，今後もそのようなことは予定されていないから，

削除されたいと主張してきた。同アンケートにはマイナスのイメー

ジがあると思われるが，同アンケートの情報が多く集まっている弁
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護士会は，裁判所に裁判官に関する情報を届けようという意識が高

いため，当委員会にも弁護士から多くの情報が集まっているのだと

思う。 

・ １枚の用紙に２名分の情報をまとめて記載しているようなケース

はあまり例がない。今後，情報収集する際に１枚に１人分を書くよ

う注意書きをするのも１つの方法であるが，あえて注意書きをする

必要もないと思う。 

７ 次回期日 

次回の福岡地域委員会（第３９回）の期日は追って指定。 


